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「超速解！小玉塾 記述式 de必勝講座」解法習得特訓編ガイダンス 

第 1欄 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 添付書面の名称及び必要な通数 

金６万円 

内訳  

   登記事項変更分 金３万円 

   役員変更分 金３万円 

ア 登記の事由 

取締役及び代表取締役の変更 

本店移転役及び代表取締役の変更 

 

 

イ 登記すべき事項 

平成２２年５月１０日取締役丙野三郎辞任平成２３年６月２０日

次の者退任平成２４年３月３１日株主名簿管理人株式会社きらら

ら信託銀行の廃止 

平成２３年６月２３日代表取締役Ａ退任 

平成２４年３月１９日次の者就任 

東京都豊島区雑司が谷六丁目６番６号 

代表取締役Ｂ 

平成２４年３月１５日会計監査人Ｇ資格喪失 

平成２４年３月１９日仮会計監査人Ｈ就任 

平成２４年３月７日設定 

取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定 

当会社は，会社法第４２６条の規定により，取締役会の決議をもっ

て同法第４２３条の行為に関する社外取締役及び会計監査人の責

任を法令の限度内において免除することができる。 

ウ 登録免許税の額 

 

ア 登記の事由 

商号変更 

取締役，代表取締役，監査役及び会計監査人の変更 

 

 

イ 登記すべき事項 

 

第 2欄  
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ウ 登録免許税の額（内訳の記載を要しない）平成２４年６月２０日

変更 

単元株式数 普通株式 ５株 

      優先株式 １０株 

同日設定 

株式の譲渡制限に関する規定 

 当会社の普通株式を譲渡により取得することについて，当会社

の承認を要する。 

同日変更 

発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 

普通株式 １万株 

優先株式 ５０００株 

１．優先株式は，毎決算期において，普通株式に先立ち年６分

の剰余金の配当を受けるものとする。 

１．株主は，いつでも当会社に対して優先株式を取得すること

を請求することができる。当会社は優先株式１株の取得と引

換えに当会社の普通株式２株を交付する。 

１．当会社が会社法第３２２条第１項に掲げる行為をする場

合，同条同項の規定による種類株主総会の決議を要しない。 

平成２３年６月２３日次の者退任 

取締役Ａ，同Ｂ，取締役（社外取締役）Ｃ 

平成２４年６月１８日代表取締役Ｂ死亡 

平成２４年６月２０日次の者就任 

取締役Ｋ，同Ｌ，同Ｍ 

東京都豊島区雑司が谷七丁目７番７号 

代表取締役Ｋ 

会計監査人Ｎ 

ウ 登録免許税の額及びその内訳 

 

エ 添付書面の名称及び必要な通数び必要な通数 

 

ア 登記をすることができない事項 

 

イ 理由 

 

第 3欄  


